
Ｈ２８中国地方整備局事業評価監視委員会 再評価審議の進め方について

＜審議区分の設定（審議の効率化及び重点化）＞

■ 社会経済情勢や前回評価時からの費用便益分析に関する要因等に変化がある事業について、十分な審議時間
を確保し、審議の充実を図る。 ⇒ 『重点審議』

■ 重点審議を行うため、上記の変化が見られない事業については、審議の効率化を図る。 ⇒ 『要点審議』

＜審議の重点化・効率化 の 背景・目的＞

・平成２２年度より、公共事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図るため、再評価実施サイ
クルを５年から３年に短縮。

・実施サイクルが短くなったことで、情勢変化の少ない事業案件が多くなっている。

⇒事業評価手続きを形式的なものとせず、効率的に行うため、メリハリのある取組として、重点的な審議を行
うとともに、効率的な審議を行い、適切な事業評価となるよう努める。

＜重点化・効率化 と 委員会審議の流れ＞

○費用対効果（B/C）分析実施の必要性を、
右図確認フローにより判定。

○B/C分析の実施の有無（要因変化の有無）により、
「重点審議」と「要点審議」に区分。

○『事業評価監視委員会』で審議
※重点審議、要点審議により、説明及び審議に

濃淡をつける。

○前回費用対効果分析を実施している

○事業目的に変更がない

○社会経済情勢の変化がない 例）地元情勢等の変化がない

○前回評価時において実施した費用便益分析に関する要因に変化がない
１．費用便益マニュアルの変化がない［B/C算定方法に変化がない］
２．需要量等の変化がない［需要量等の減少が10%以内］
３．事業費の変化がない［事業費の増加が10%以内］
４．事業展開の変化がない［事業期間の延長が10%以内］

以下の要件のうち、一方もしくは両方を満たしている場合
○事業規模に比べて費用対効果分析に要する費用が大きい。

［直近3ヶ年の事業費の平均に対する分析費用1%以上］

○前回評価時の感度分析における下位ケース値が基準値を上回っている。
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＜ 費用対効果分析実施の必要性確認フロー ＞
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